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2021 年 3 月 1 日 
東京エレクトロン株式会社 

 
社外役員の独立性判断基準 

 
当社取締役会は、当社における社外役員(会社法第 2 条第 15 号に規定される社外取締役及び同法同条第 16 号
に規定される社外監査役)の独立性判断基準を下記のとおり定める。 
 

記 
 

当社は、以下に該当する社外役員で、一般株主と利益相反が生じるおそれがあると認められる者は独立性がな
いものと判断する。 
 
(1) 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用

人を指す。以下同じ)または当社の主要な取引先もしくはその業務執行者 
ただし、下記(2)に該当する者を除く 
 
※  本項目において「当社を主要な取引先とする者」とは、過去 3 年の各事業年度（過去の事業年度の

数値を当社が合理的に把握できない場合は、把握できた事業年度。以下同じ）にわたってその者の
年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ)の 5%または 1 億円のいずれか高い方の額以
上の支払いを当社及び当社子会社から受けた者をいう。 

※ 「当社の主要な取引先」とは、過去 3 年の各事業年度にわたって当社の年間連結売上高の 2%相当額
以上の支払いを当社におこなった者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資
金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る)。 

 
(2) 当社及び当社子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門

家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に常
勤として所属している者をいう。以下同じ) 
 
※ 「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、過去 3 年の各事業年度にわたってその者の年間売上

高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)
の 5%または 1 千万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を得ていることをいう（以下同
じ）。 

 
(3) 最近において、上記(1)または(2)のいずれかに該当していた者 

 
※ 「最近において、上記(1)または(2)のいずれかに該当していた者」とは、実質的に、現在、上記(1)

または(2)に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役または社外
監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、上記(1)ま
たは(2)に該当していた者をいう。 

 
(4) 次の(ア)から(エ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の近親者 

ただし、(ウ)は社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する 
(ア) 下記(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる者 

 
(ⅰ)当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先もしくはその業務

執行者 
ただし、下記(ⅱ)に該当する者を除く 

 
※ 本項目において「当社を主要な取引先とする者」とは、過去 3 年の各事業年度にわたってその者の

年間連結売上高の 5%または 1 億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社から受けた者をい
う。 

※ 「当社の主要な取引先」とは、過去 3 年の各事業年度にわたって当社の年間連結売上高の 2%相当
額以上の支払いを当社におこなった者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の
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資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る)。 
 

(ⅱ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法
律専門家 

 
(ⅲ)最近において、上記(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかに該当していた者 

 
※ 「最近において、上記(ⅰ)または(ⅱ)のいずれかに該当していた者」とは、実質的に、現在、上記

(ⅰ)または(ⅱ)に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役または
社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、上記
(ⅰ)または(ⅱ)に該当していた者をいう。 
 

(イ) 当社の子会社の業務執行者 
(ウ) 当社の子会社の業務執行者でない取締役 
(エ) 最近において(イ)、(ウ)または当社の業務執行者(社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行

者でない取締役を含む)に該当していた者 
 

※ 「重要でない者」に該当するか否かについては、会社法施行規則第 74 条第 4 項第 7 号ホ等に準じて
判断され、具体的には、上記(1)、(4)(ア)(ⅰ)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部
長クラスの者、上記(2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に
所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が、「重要な者」に該当するものとする。 

※ 「近親者」とは、二親等内の親族をいう。なお、親族関係が解消されている場合は、近親者としては
取り扱わない。 

 
以上 


